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１ 指針策定の背景と趣旨 

 新型コロナウイルス感染症対応では、地域・組織間で横断的にデジタル技術やデータ

を十分に活用できず、迅速で効果的な対応やサービスの提供ができなかったことなど、

行政のデジタル化の遅れが明らかとなった。「新たな日常」の原動力としてデジタル技

術を最大限活用し、新たな社会を創造していくため、従来の制度や組織の在り方等をデ

ジタル化に合わせて変革していく、社会全体のデジタル・トランスフォーメーション

（ＤＸ）の取組が全国的に求められている。 

 こうした認識に基づき、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（令和２(2020) 

年12月25日閣議決定）」においては、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジ

タルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸

せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」が示された。こ

れに併せて、総務省は、自治体が重点的に取り組むべき事項を具体化するとともに、総

務省及び関係省庁による支援策等を取りまとめた「自治体ＤＸ推進計画」を令和２(2020)

年12月に策定した。 

 令和４(2022)年６月には、デジタル社会形成基本法に基づき「デジタル社会の実現に

向けた重点計画」が閣議決定され、デジタル化の基本戦略として「デジタル社会の実現

に向けた構造改革」及び「デジタル田園都市国家構想の実現」が掲げられたことを受け、

総務省は、同年９月に「自治体ＤＸ推進計画」の改定を行っており、さらに、令和６(2024)

年４月までに、住民と行政の接点（フロントヤード）の多様化・充実化、デジタル人材

の確保・育成に係る方針策定及び公金収納におけるeLTAXの活用を計画に盛り込む等の改

定を行っている。 

  

 本県最上位の総合的な計画である「第３次晴れの国おかやま生き活きプラン」におい

ては、感染症が収束したポストコロナをにらみ、さらには、年少人口及び生産年齢人口

が急激に減少する令和22(2040)年頃を見据え、デジタル技術を活用し行政のデジタル化

を推進することとしている。また、「岡山県行財政経営指針（令和３年３月版）」にお

いても、県民の利便性向上や県行政の効率化を図るため、これまでの業務の実施方法等

を見直し、デジタル化の取組を加速することとしている。 

 全県的な情報通信基盤として本県が整備してきた「岡山情報ハイウェイ」を有効に活

用しながら、「晴れの国おかやま生き活きプラン」や「岡山県行財政経営指針」におけ

るデジタル化の姿勢や取組方針に沿って、本県として進める行政のデジタル化を着実に

実行するため、国の示した「自治体ＤＸ推進計画」等を踏まえ、取組方針や工程表、推

進体制等を指し示すものとして本指針を策定するものである。 

 

 併せて、本指針を、官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）第９条に基づ

き都道府県に策定が義務付けられた「都道府県官民データ活用推進計画」として位置付

けるものとする。 
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２ 対象期間・推進体制 

（１）対象期間 

 自治体ＤＸ推進計画に定める対象期間を踏まえ、令和３(2021)年10月から令和７

(2025)年度末までを本指針の対象期間とする。 

（２）推進体制 

   全庁を挙げて、デジタル化を推進するため、全庁的・部局横断的な推進体制を整備

し、効果的に取組を進める。また、専門的な知見を有する外部人材を活用するととも

に、デジタルに関する知識やスキルを有する職員を育成する。 

   

ア 庁内の推進体制 

 本県のデジタル化の推進に当たっては、組織横断的に情報化施策を推進するため、

情報統括責任者（ＣＩＯ1／総務部担当副知事）を配置するとともに、情報セキュリ

ティ施策の円滑な推進を図るため、情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ2／総務部担

当副知事）を配置し、取組を進めてきたところである。 

これに加え、知事、副知事、公営企業管理者、教育長、県警察本部長、各部局長等

を構成員とする「政策推進会議」の下に、デジタル化推進施策に関する重要事項の

審議等を行うため、庁内連携組織として「デジタル推進委員会」を令和３(2021)年

５月に設置するとともに、その下に、各主管課の担当者との情報共有等を行うデジ

タル推進担当者連絡会議や、プロジェクト内容に応じたワーキンググループを設置

し、デジタル化の一層の推進に取り組む。 

  

                         
1 ＣＩＯ …Chief Information Officerの略。 
2 ＣＩＳＯ …Chief Information Security Officerの略。 
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図表１ 推進体制図 

  

（政策推進会議関係） ・情報セキュリティに関する
・デジタル化推進に関する 　重要事項の審議等


　推進施策に関する重要事
　項の審議
・推進会議から指示された
　事項の検討

・デジタル化施策の推進及
　び総合調整
・ＣＩＯから指示された事
　項の検討

所属長

デジタル推進
担当者連絡会議

ワーキンググループ
※プロジェクト内容に応じ設置

所属セキュリティ担当者
　/システムセキュリティ担当者

主管課長が
指名した者

委員長が指名した者 所属長が指名した者

情報管理責任者
/システム管理責任者

デジタル推進委員会
副ＣＩＯ

情報セキュリティ委員会
総務部次長

      　　委員長：副CIO
      　　委 　員：主管課長等

委員長：総務部次長
委　 員：主管課長等

ＣＩＯ補佐官

デジタル推進課長

　基本事項及びデジタル化

セキュリティ管理部門
ＣＳＩＲＴ

　　  デジタル推進課
　　  教育情報化推進室(教育)
　　  情報管理課(警察)

（ＣＩＯ関係）

政策推進会議

情報統括責任者
ＣＩＯ

情報セキュリティ責任者
ＣＩＳＯ知事、副知事、公営企業管

理者、教育長、県警察本部
長、各部局長等 総務部担当副知事 総務部担当副知事

《セキュリティ管理》《デジタル化の推進》
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イ デジタル人材の確保・育成 

(ｱ) ＤＸ推進ディレクターの活用 

 民間で活躍するデジタル専門人材を「ＤＸ推進ディレクター」として委嘱し、

デジタル推進委員会やワーキンググループ等において、次のとおり専門的立場か

ら提案や助言、職員支援等を受け、本県のデジタル化の推進に活用する。 

・デジタル分野における民間での知識や経験に基づき、県行政におけるＤＸ推

進の方向性や方策について、専門的立場から提案や助言を行う。 

・行政手続オンライン化、ＩＣＴ3による業務効率化など県庁のデジタル化、各

行政分野におけるデジタル技術やデータ活用の取組について、専門的知見を

用いて企画立案や職員支援を行う。 

 

(ｲ) 職員研修等の実施 

 行政のデジタル化を推進するためには、その担い手である職員が必要な知識や

スキルを身につけ、活用していくことが求められる。 

 各部局においてデジタル化を推進できるよう、デジタル人材の確保・育成に係

る方針を策定し、すべての職員のＩＴリテラシー4の底上げを図るとともに、デジ

タル技術等の利活用に関する知識を有し、デジタル技術等を活用した業務やサー

ビスの企画立案やＤＸに伴う課題理解や分析、解決策検討等の業務に自律的に取

り組むことができるＤＸ推進の中心的な役割を担う人材を育成するための職員研

修やｅラーニングを計画的に実施する。 

 

ウ 市町村との連携体制 

 自治体ＤＸ推進計画においては、市町村のＤＸについて県が一定の役割を果たす

ことが期待されている。 

 このため、市町村との情報共有や連携を進めるため、平成14(2002)年に設立した

「岡山県電子自治体推進協議会」やデジタル専門人材の活用等により、市町村との

情報システムの共同調達・共同利用、情報提供や技術的助言、人材の確保・育成、

デジタルデバイド対策など、市町村のＤＸの取組を支援する。 

 また、全国的な情報システム標準化の取組について、業務関係課において、シス

テム移行や業務フローの見直しなど、それぞれのニーズに応じた支援を行う。 

  

                         
3 ＩＣＴ …Information and Communication Technology の略。情報や通信に関する技術の総称。 
4 ＩＴリテラシー …Information Technology Literacy の略。情報技術（IT）を利用し、使いこなす

スキルのこと。 
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３ 目指す姿 

 人口減少と高齢化が進行する現状において、デジタル化の推進は、県民の安全・安心

を確保し、潤いのある豊かな生活を実感できる社会を実現するための有効な手段である。

デジタル化自体を目的とすることなく、デジタル技術やデータを活用し、地域経済や県

民生活に活力を生み出すことが真の目的であることを再認識し、取組の出発点としなけ

ればならない。 

 経済を活性化させ、安心で豊かさが実感できる地域の創造に向け、従来の県庁の仕組

みや仕事の進め方について、これまでの概念にとらわれず利用者目線で見直しを行い、

デジタル技術やデータを有効に活用し、新たな価値を創造することで、行政のデジタル

化を推進し、“すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現”を目指す

ものとする。 

 

（基本姿勢） 

 県の実施する行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用し、県民の利

便性を向上させる。 

 ＡＩやＲＰＡ5などのＩＣＴ活用により業務の効率化を図り、限られた人的資源を

行政サービスの更なる向上につなげる。 

 

  

                         
5 ＲＰＡ… Robotic Process Automation の略。これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソ

フトウエアのロボットにより自動化するもの。 

図表２ 岡山県電子自治体推進協議会組織図 
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４ 取組事項 

（１）重点取組事項 

ア 情報システムの標準化・共通化 

 全国で共通する事務を担う情報システムを各自治体が個別に整備・運用していく

ことは非効率であり、コストや職員の事務負担を増大させる面があった。国は、地

方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき策定した「地方公共団体情

報システム標準化基本方針（令和４(2022)年10月）」において、共通的な基盤・機

能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境を整備・運用するとしており、こ

の利用環境の活用も視野に入れて、具体的な対応方策や課題について検討し、情報

システムの標準化・共通化を進める。 

 標準化・共通化にあたっては、単なるシステム更改にとどめることなく、業務プ

ロセスの見直しや、業務改善の機会としてとらえる視点を持って取り組む。 

 

【取組方針】 

 行政手続の簡素化・効率化、運用コストの低減等を図るため、国の策定する標

準仕様に準拠した情報システムへ移行する。 

対象システム名 ・生活保護システム（地域福祉課） 

        ・児童扶養手当システム（子ども家庭課） 

 県が新たに情報システムを整備する場合は、情報システムや保有データの相互

運用性を確保し、事業者間・組織間の壁をなくすよう設計する。また、他団体

との共同利用やカスタマイズ不要なパッケージ製品の導入によるコスト低減

も検討する。 

 

【主な取組スケジュール】 

 

  

●国の取組

項目

共通

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

● 地方公共団体情報システム標準化基本方針

● 標準仕様公表
● 標準仕様公表

標準準拠システムへ移行調達・移行準備仕様確認等

生活保護システ

ム、児童扶養手

当システム
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イ マイナンバーカードの普及促進・利用推進 

 本人確認のための身分証明書としての利用だけでなく、電子証明書を利用したオ

ンライン申請など様々な行政サービスに利用できるマイナンバーカードは、デジタ

ル社会の基盤となるものである。今後も、各種カードとの一体化や、行政手続のオ

ンライン・デジタル化など利活用の機会拡大が見込まれ、住民の利便性の向上につ

ながることから、国や市町村と連携してマイナンバーカードの普及促進や利用推進

に取り組む。 

 

【取組方針】 

 市町村と連携し、出張申請受付の促進など申請しやすい環境の整備を図る。 

 公的個人認証サービスを利用する電子申請の拡大など保有するメリットの創

出を図る。 

 マイナンバーカードの利便性や安全性に関する、広報や啓発を行う。 

 

【主な取組スケジュール】 

 

  

★県の取組 ●国の取組

項目

申請しやすい

環境の整備

保有するメ

リットの創出

広報

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

●健康保険証の本格利用

●運転免許証との一体化

●カード機能のスマホ搭載

●公金受取口座の登録

市町村への出張申請受付の実施の働きかけ・申請サポートの共同実施

市町村への受付体制の拡充の働きかけ(窓口延長・土日開庁)

★申請状況に応じて国への財政支援継続要請

公的個人認証サービスを利用した電子申請の拡大・市町村への拡大の働きかけ

市町村へのコンビニ交付、図書館カード利用等の実施の働きかけ

国、市町村と連携した広報・啓発

●健康保険証との一体化

健康保険証利用や公金受取口座登録など時宜をとらえた広報
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ウ 行政手続のオンライン化等 

 デジタル化による利便性の向上を県民が享受できるよう、行政手続きのオンラ

イン化だけでなく、県民と行政との接点（フロントヤード）の改革を進めていく必

要がある。このため、県の汎用電子申請システムや国のマイナポータル等を活用し、

行政手続を対象としてオンライン化を推進するとともに、フロントヤードの手続き

を直接「データ」で対応するなど内部事務の効率化・集約化を進める。 

 

【取組方針】 

 令和３(2021)年度内に対象手続を拡大し、約800手続をオンライン申請可能と

する。 

 電子化が困難な添付書類の取扱い等の課題を整理し、オンライン化対象手続を

拡大する。 

 汎用電子申請システムにクレジット払い機能等を追加し、手数料等の支払いの

キャッシュレス化に対応する。（県証紙は令和５(2023)年10月に廃止済） 

 オンライン申請に関する手続について、オンラインで手続が完結できるよう、

システムや関係規定の整備を検討する。 

 国のデジタル臨時行政調査会における書面・対面規制の見直し内容を参考に、

本県の行政手続の在り方について検討する。 

 書かない窓口などフロントヤード改革について検討する 

 

【主な取組スケジュール】 

 

 

★県の取組

項目

行政手続

フロント

　　ヤード

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

★対象手続拡大

★対象手続拡大

★クレジット払い対応

★対象手続拡大

約800手続の

オンライン化

手数料を伴う手続

のオンライン化

課題の残る手続の継続検討

広報等による利用拡大

★県証紙の廃止

フロントヤード改革の検討
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エ ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣＴツール利用推進 

 ＡＩ・ＲＰＡは、業務の効率化や労働時間の短縮などに有効な手法の一つである

ことから、国の作成した「自治体におけるＲＰＡ導入ガイドブック（令和３(2021)

年１月）」「自治体におけるＡＩ活用・導入ガイドブック（令和３(2021)年６月）」

等を参考に、ＡＩやＲＰＡの更なる活用を進める。 

 

【取組方針】 

 ＡＩを活用し、議事録の作成や手書書類のテキスト化を進めるほか、生成ＡＩ

の利用や、パソコンで行う定型的な作業について、ＲＰＡを積極的に活用し、

業務の効率化を図る。 

 ＲＰＡ等について、操作研修会等を充実させ、内製化を図る。 

 ビジネスチャットやプログラミングが不要な業務自動化ツール、先進的なウェ

ブサービス等を積極的に活用し、県民サービスの向上と業務効率化を図る。 

 その他、新たなＩＣＴツールの活用について、国や他県の動向も注視しながら、

情報収集に努め、導入に向けた検討を行う。 

 

【主な取組スケジュール】 

 

 

オ テレワークの推進 

 テレワークは、職員がＩＣＴを利用して時間や場所を有効に活用することで、そ

れぞれのライフステージに合った柔軟で多様な働き方を可能とする。また、災害や

感染症の発生時等における行政機能の維持にも効果が期待される。 

★県の取組 ●国の取組

項目

ＡＩ

ＲＰＡ

その他

ツール

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

AI-OCR利用拡大

RPA展開

操作研修会、シナリオ作成サポート

●AI導入ガイドブック作成（6月）

●RPA導入ガイドブック作成（R3年1月）

AIチャットボット導入、想定質問数の拡大

音声認識ソフト 携帯型議事録作成端末へ更新、利用拡大

ノーコードツールの導入

ビジネスチャット導入、利用拡大

生成ＡＩの利用

★生成AIガイドライン作成



11 

 

【取組方針】 

 国が策定した「地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き（令和３

(2021)年４月）」等を参考に、テレワークの制度化を検討しつつ、新たなテレ

ワークシステムの活用に積極的に取り組む。 

 Ｗｅｂ会議システムを活用し、国や市町村との会議や関係団体等との打ち合わ

せなどの効率化を図る。 

 執務室等がデジタル社会に対応したオフィスとなるよう検討を行う。 

 ビジネスチャット等のコミュニケーションツールの活用や、電子申請・財務会

計システムとのデータ連携を視野に入れた文書管理システムの構築等による

バックオフィス業務の電子化により、テレワークが可能な働き方を確立する。 

 ソフトフォン6導入による庁内電話環境の整備を行う。 
 

【主な取組スケジュール】 

 
 

 

カ セキュリティ対策の徹底 

 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改

定内容を踏まえ、適切にセキュリティポリシーの見直しを行い、セキュリティ対策

を徹底する。 

                         
6 ソフトフォン… ＰＣ等を電話機としても利用することができるアプリケーションソフト 

★県の取組 ●国の取組

項目

テレワーク

Web会議

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

サテライトオフィスの開設

Web会議普及・拡大

●テレワーク推進のための手引き

★Web会議システムライセンス追加

★Web会議ブースの設置

★Web会議室の拡充

★ソフトフォン導入

モバイルワークの試行

在宅勤務の試行

テレワークの制度化検討

電子決裁の仕様検討・試行 文書管理(電子決裁含)システムの検討・導入

オフィス環境の改善（Wi-Fi等設備、執務室等レイアウトなど）

新たなテレワークシステムの導入
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【取組方針】 

 三層の対策7については、αモデル8を継続する。一方、業務の利便性・効率性

の向上を図るため、業務システムのクラウド化、テレワークの推進などに対応

できるよう、セキュリティポリシーの見直しやインターネット利用環境の改善

等を図る。 

 なお、次期セキュリティクラウドについては、市町村における三層の対策の抜

本的な見直しに対応できるものとして整備する。 

 

【主な取組スケジュール】 

 

 

キ 公金収納におけるｅＬＴＡＸ9の活用 

普通会計に属する公金の収納について、eLTAXを活用し、住民・民間事業者による

公金納付の利便性向上を図る。 

    

   【取組方針】 

 国において、地方公共団体が公金納付に eLTAX を活用できるよう所要の立法

措置を講じ、その上で eLTAXのシステム改修を行う。 

 県では、順次、各種公金システムの改修等を進め、eLTAXを活用した公金収納

を目指す。 

                         
7 三層の対策… 自治体の情報セキュリティ対策の抜本的強化を図るため、①マイナンバー利用事務

系、②ＬＧＷＡＮ接続系、③インターネット接続系の３つにネットワークを分離・分割し、情報漏え

いを防ぐ仕組み。 
8 αモデル… ＬＧＷＡＮ接続系の端末の一部又は全部を、インターネット接続系に移行するβモデル

又はβ'モデルに対して、従来の３層分離を維持するモデル。 
9 eLTAX… 地方税共同機構が運用している地方税ポータルシステム。 

★県の取組 ●国の取組

項目

次期セキュリ

ティクラウド

移行

庁内セキュリ

ティ対策の見

直し

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

●ガバメントクラウド共用開始（一部機能）

次期セキュリティクラウド利用移行作業

利用団体のセキュリティポリシー見直しへの対応

★岡山県情報セキュリティポリシー等の改定

●セキュリティポリシーガイドラインの改定

●セキュリティポリシーガイドラインの改定
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  【主な取組スケジュール】 

 

（２）あわせて取り組むべき事項 

ア 地域社会のデジタル化 

 光ファイバーの全国的な展開や５Ｇ10サービスの開始、ローカル５Ｇ11の導入等情

報通信基盤の整備が大きく進展する中、産業分野（商工業、観光、農林水産業）や、

くらし分野（健康・医療・福祉、環境）等においても、デジタル技術やデータを活用

することで、地域経済や県民生活を飛躍的に向上させることが可能となっている。

行政のデジタル化と合わせ、それぞれの分野における庁内各部局の施策・取組等を

通じ、地域社会のデジタル化を推進する。 

 なお、デジタル技術を活用した各部局の施策・取組等について、定期的に取りま

とめ、情報共有を図り、有機的な連携により、県全体でのデジタル化の好循環を生

み出す。 

 

【取組方針】 

（共通） 

 昨今の全年齢層におけるネット利用率の向上等に鑑み、県内外への情報発信を

より効率的・効果的なものとするためデジタルマーケティングを推進する。 

（産業分野） 

                         
10 ５Ｇ… 第５世代移動通信システム。超高速、超低遅延、多数同時接続の特徴を持つ、次世代の移

動通信システム。 
11 ローカル５Ｇ… 通信事業者以外の企業や自治体等が、原則として自己の土地・建物内に構築した

５Ｇサービス。 

★県の取組 ●国の取組

項目

公金収納にお

けるeLTAXの

活用

（R８年度）R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

●公金利用のための法律改正

●eLTAXの改修

★各種公金収納

に係る例規改正

eLTAXを

活用した

公金の

収納

eLTAXを活用した県税の収納

各種公金収納に係る

システム改修
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 デジタル技術の導入支援や人材育成・確保、デジタルマーケティングの活用支

援などにより企業のデジタル化を推進し、新たなビジネスモデルや付加価値の

創出等による生産性の向上と競争力の強化を図る。また、観光や県産品情報の

発信・分析などにもデジタル技術を活用し、本県の旅の魅力度向上を図る。 

 ロボットやＡＩ、ＩｏＴ12等の先端技術を活用し、省力化・軽労化、高品質安

定生産に取り組むことにより、力強い担い手の確保・育成と、生産性の高い農

林水産業の推進に取り組む。また、デジタルデータ等を活用し、農地・林地や

農業水利施設等の効率的な管理等を行う。 

（くらし分野） 

 情報ハイウェイに代表される県内に整備されたＩＣＴ基盤を活用し、医療、教

育、地域づくり等、県民生活に身近な分野での情報化による連携・結合を深め、

地域の発展を図る。 

 県有施設の利用料や各種手続の手数料等のキャッシュレス化など、県民・事業

者等との間の様々な手続のデジタル化を推進する。 

 ＩＣＴを活用した移住・定住の促進や青少年に関する相談窓口の充実など、県

民生活に密接に関連する分野におけるデジタル化の取組を推進し、県民が快適

で容易な移動を可能にする生活交通のオープンデータ化や、中山間地域の活力

創出を図る。 

 地域の発展に寄与することを目指し、県民生活に深く関わりのある分野におい

て、デジタル技術を活用し、安心で快適な生活環境の確保や自然環境の保全、

文化・スポーツなどの振興につながる取組の推進を図る。 

 結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じたデジタル技術の活用に努

めるとともに、保健、医療、福祉、介護等の各分野において、誰もが安心して

生活できるよう、医療・福祉等のサービスの充実を図る。 

 デジタル技術を活用した初動警察活動、ＩＣＴを活用した防犯情報の発信や事

件・事故の分析に基づく抑止対策等を推進するとともに、社会のデジタル化に

伴い懸念されるサイバー犯罪等への的確な対処により、県民が安心して暮らせ

る社会の実現を目指す。 

 （教育分野） 

 １人１台端末を活用してプログラミングや情報セキュリティなどのＩＣＴ教

育の充実に努め、多様化する課題にＩＣＴを活用し、ＡＩにはない人間の強み

を生かして他者と協働しながら、創造的に課題解決に取り組む力の育成を図る。

併せて、デジタル技術を活用し、教員の指導力や保護者等の利便性を向上させ

る。 

                         
12 ＩｏＴ… Internet of Thingsの略。コンピュータなどの情報通信機器だけでなく、様々なモノに

通信機能を持たせ、インターネット接続や相互通信により、自動計測や自動制御などを行うこと。 
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（防災・インフラ整備分野） 

 防災対策の分野においても、最新のデジタル技術を積極的に活用し、ハード、

ソフト対策を適切に組み合わせ、計画的に県域の強靱化に取り組むことにより、

県民が安心して暮らすことのできる災害に強い地域づくりを推進する。 

 外国人旅行者のニーズに対応した通信環境の構築や災害時の通信手段の確保

を図るため、公衆無線ＬＡＮ環境の充実を図る。 

 開発地の適時・適切な指導、違反行為の早期発見や抑止、災害等の未然防止の

ため、許認可を担う関係課の巡視情報などをクラウド上で一元的に管理し共有

することにより巡視機能を強化する。 

 激甚化・頻発化する自然災害への備えやインフラの老朽化、担い手不足等、建

設分野における課題に対応するため、３次元データやビッグデータ等のデジタ

ルデータとＡＩやＩｏＴ等のデジタル技術を活用し、安全・安心や生産性の向

上を図る取組を推進する。 

 

イ デジタルデバイド13対策 

 行政サービスのデジタル化は、県民生活の利便性が向上し、民間事業者等の効率

化に資する、安全・安心、ユニバーサルデザインを考慮した設計等を前提とした人

に優しいデジタル化であることが求められる。 

 このため、デジタル化を進めるにあたっては、年齢、障害の有無、性別、国籍、経

済的な理由等に関わらず、誰もが日常的にデジタル化の恩恵を受けることができ、

様々な課題を解決し、豊かさを真に実感で見る「誰一人取り残されない」デジタル

社会の実権を目指すための環境の整備を行い、利用者目線で、かつ、利用者に優し

い行政サービスを目指すことが重要である。 

 

【取組方針】 

 電子申請や各種サービスのオンライン化に伴い、行政窓口としてのホームペー

ジやＳＮＳ14等の重要性が高まる中、利用者目線でわかりやすい情報発信を行

う。 

 電子自治体推進協議会に設置した「デジタルデバイド対策専門部会」を通じて、

高齢者等がデジタル機器の取扱いを学ぶ機会の提供などの具体的な取組につ

いて、市町村を支援する。 

                         
13 デジタルデバイド… インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者

との間に生じる格差のこと。インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する地域間デジタ

ルデバイドや、年齢や情報リテラシー等の相違に伴う個人間デジタルデバイドなどがある。 
14 ＳＮＳ… 人の社会的なつながりをつくる機能を提供するオンラインサービス。ブラウザやスマー

トフォンアプリなどで利用できる。 
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 光ファイバーの整備促進について、市町村に対して国の補助制度等の情報提供

を行うとともに、国に対して全国知事会等を通じて整備に未着手の地域への支

援制度の拡充を求める。 

 

ウ アナログ規制の点検・見直し 

 デジタル関連技術が飛躍的に進展する一方で、行政や社会、産業の基本的な構造

を形作る制度の多くが書面・対面といったアナログ的な手法を前提としている。 

 社会全体のデジタル化を推進し、デジタル技術の活用による生産性の向上や人手

の代替を実現させていくことが不可欠である。 

 

【取組方針】 

 国においてデジタル原則15の観点から代表的なアナログ規制として選定した、

目視規制、実地監査規制、定期検査・点検規則、常駐・専任規制、対面講習規

制、書面掲示規制、往訪閲覧・縦覧規制の７項目について点検・見直しを行う。 

 

エ ＢＰＲ16の推進 

 行政手続のオンライン化、ＩＣＴツールの利用、テレワークの推進等により事務

処理の迅速化や質の向上を図るとともに、施策の企画・立案や県民とのコミュニケ

ーションなど、よりよい行政サービスを行うための業務に注力できるよう、これま

での概念にとらわれず、従来の県庁の仕組みや業務プロセスを抜本的に見直すＢＰ

Ｒに取り組む。 

 

【取組方針】 

 各業務において、作成資料、様式などの見直しを行うとともに、ＩＣＴ導入を

前提として業務フローを見直し、事務の最適化を図る。 

 職員の知識向上や意識改革のため、ＩＣＴツール活用の研修等を実施する。 

 行政手続のオンライン化に向け、原本要求など電子化困難な添付書類の見直し

を実施する。 

 会議資料の準備に係る負担を低減するため、共用会議室等で利用可能な行政無

線ＬＡＮを活用し、会議等のペーパーレス化を進める。 

 電子申請やデータ交換の普及に対応し、文書事務等のバックオフィス業務の電

子化を図るとともに、公文書管理の電子化を実現する。 

                         
15 デジタル原則… デジタル臨時行政調査会が令和３(2021)年 12月に示した、①デジタル完結・自動

化原則、②アジャイルガバナンス原則（機動的で柔軟なガバナンス）、③官民連携原則、④相互運用

性確保原則、⑤共通基盤利用原則のこと。 
16 ＢＰＲ… Business Process Reengineeringの略。目標や目的を達成するために、業務フロー等を再

構築すること。 
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オ オープンデータの推進 

 官民データ活用推進基本法で、地方公共団体は、国と同様に、保有するデータを

国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるものとされている。本県でも、同

法の趣旨や、オープンデータ基本指針（平成29(2017)年５月）を踏まえ、保有デー

タを原則オープン化し、オープンデータを活用した地方発ベンチャーの創出促進、

地域課題の解決を図る。 

 

【取組方針】 

 行政保有データの機械判読性の確保と原則オープン化を進める。 

 オープンデータの公開とその利活用の促進を目的とした民間・利用者ニーズに

基づく標準データセットを定め、庁内各部及び市町村にオープンデータとして

の公開を働きかける。 

 オープンデータ伝道師17等と連携した民間活用の促進を図る。 

 

【主な取組スケジュール】 

 

 

 

                         
17 オープンデータ伝道師… 国が任命し、地方公共団体に派遣しているオープンデータに造詣の深い有

識者のこと。 

★県の取組 ●国の取組

項目

オープンデー

タの推進

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

●オープンデータの質の評価指標設定

●自治体向けガイドライン策定

★県・市町村共同利用システム更改

データ登録量の拡大・質の改善標準ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ検討


